
令和８年度 高知県立大学後援会学生研究等支援事業支出にあたっての注意点 

 

・領収書の宛名は本人名です。 

・ＪＲを利用する場合、領収書を付けるとともに、駅～駅の運賃のわかるもの（インターネットで検

索したものをプリントアウトしたものなど）を添付してください。 

・タクシー代は法人の規程に準じ、原則支出が認められません。どうしても利用せざるを得ない場

合、公共交通機関がないなどの理由を書いた理由書を提出いただき、その理由が正当であると認め

れらた場合に限り、支出いたします。 

・バス料金はバス停～バス停の運賃のわかるもの（インターネットで検索したものをプリントアウト

したものなど）を付けてください。 

・自家用車をご利用される場合、マップファンＷＥＢ

（https://mapfan.com/map/routes/search?c=35.681195934673795,139.7672311841094,12&s=std,pc,ja&p=none） 

で出発地から目的地までの距離及び高速料金のわかるものをプリントアウトして付けてください。 

距離×37円が支給されます。 

・高速料金については、領収書もしくはＥＴＣ利用証明書を添付してください。 

・宿泊費については、法人で規程する料金の範囲内で支出いたします。 

 目安が必要な場合は予めお問い合わせください（都道府県により異なります）。 

・海外に行く場合は別途ご相談ください。 

・その他不明な点、提出すべき証拠書類が分からない場合はご相談ください。 

 

https://mapfan.com/map/routes/search?c=35.681195934673795,139.7672311841094,12&s=std,pc,ja&p=none

